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この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実
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労働安全衛生マネジメントシステム－ 

要求事項及び利用の手引 

Occupational health and safety management systems- 

Requirements with guidance for use 

 

序文 

この規格は，2018 年に第 1 版として発行された ISO 45001 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本工業規格である。 

0.1 背景 

組織は，働く人及び組織の活動によって影響を受ける可能性のあるその他の人々の労働安全衛生に対す

る責任を負っている。この責任には，心身の健康を推進し保護することが含まれる。  

労働安全衛生マネジメントシステムの導入の目的は，組織が安全で健康的な職場を提供できるようにし，

労働に関係する負傷及び疾病を防止し，労働安全衛生パフォーマンスを継続的に改善できるようにするこ

とである。 

0.2 労働安全衛生マネジメントシステムの狙い 

労働安全衛生マネジメントシステムの目的は，労働安全衛生リスク及び労働安全衛生機会を管理するた

めの枠組みを提供することである。労働安全衛生マネジメントシステムの狙い及び意図した成果は，働く

人の労働に関係する負傷及び疾病を防止すること，及び安全で健康的な職場を提供することである。した

がって，効果的な予防方策及び保護方策をとることによって危険源を除去し，労働安全衛生リスクを最小

化することは，組織にとって非常に重要である。 

労働安全衛生マネジメントシステムを通じて組織がこれらの処置を適用したとき，組織の労働安全衛生

パフォーマンスは向上する。労働安全衛生パフォーマンス改善の機会に取り組むために早めの処置をとる

際に，労働安全衛生マネジメントシステムは，効果及び効率を更に高めることができる。 

この規格に適合するかたちでの労働安全衛生マネジメントシステムの実施は，組織が労働安全衛生リス

クを管理し，労働安全衛生パフォーマンスを向上させることを可能にする。 

労働安全衛生マネジメントシステムは，組織が，法的要求事項及びその他の要求事項を満たす助けとな

り得る。 

0.3 成功のための要因 

労働安全衛生マネジメントシステムの実施は，組織にとって戦略的決定であり運用面の決定である。労

働安全衛生マネジメントシステムの成功は，リーダーシップ，コミットメント，並びに組織の全ての階層

及び部門からの参加のいかんにかかっている。 

労働安全衛生マネジメントシステムの実施及び維持，並びにその有効性及び意図した成果を達成する能

力は，多数の重要な要因に依存している。それらの要因には，次の事項が含まれ得る。 

a) トップマネジメントのリーダーシップ，コミットメント，責任及び説明責任 


